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内閣官房新型インフルエンザ等対策室

・ 27年度新型インフルエンザ等対策訓練成果
・ 28年度新型インフルエンザ等対策訓練成果
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27年度新型インフルエンザ等対策訓練成果



平成２７年度新型インフルエンザ等対策訓練実施計画

■ 訓練目的
○ 訓練の努力義務のある都道府県・指定公共機関等に対して、その実施を促す。

○ 関係省庁の新型インフルエンザ等対応における制度上の手続き及び役割に関する知識を深める。

○ 同対策の国民への普及・啓発に資する。

■ 本訓練の内容
Ⅰ．政府全体訓練

① 政府対策本部運営訓練

② 「関係省庁」、「都道府県」、「都道府県を通じた市町村」及び「関係省庁を通じた指定公共機関」

への連絡訓練。

Ⅱ．関係機関主催の訓練

○ 「関係省庁」、「都道府県」、「市町村」及び「指定公共機関」における訓練。

■ 実施時期
Ⅰ．政府全体訓練 ：平成２７年１１月２７日（金）１０：２５～１０：４０

（これまでの政府訓練実施時期の１月は、季節性インフルエンザの流行時期であるため、多くの機関の

訓練実施を促す観点から、１１月に設定。）

Ⅱ．関係機関主催の訓練 ：平成２７年１１月～平成２８年１月の期間での実施

■ 本訓練の特徴
① 国内に新型インフルエンザがまん延し、緊急事態措置を実施すべき区域が全国になった場合を想定した訓練。

（平成２６年度の訓練は、国内の一部区域が緊急事態措置を実施すべき区域となった場面を想定）

② 政府対策本部運営訓練においては、国民への啓発のため、報道関係者に公開。

③ 全関係府省庁、全都道府県、全指定公共機関（１０２機関）に加え、全市町村（１７４１市町村）が参加。

（政府全体訓練における「連絡訓練」）

④ 全関係府省庁、全都道府県、６８４市町村及び７３指定公共機関で各機関が主催の訓練を実施。

（対策本部設置・運営訓練、患者搬送訓練、施設の使用制限等訓練、患者が増大した際における病院の対応訓練等） 3
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28年度新型インフルエンザ等対策訓練



平成２８年度新型インフルエンザ等対策訓練実施計画

■ 訓練目的
○ 訓練の努力義務のある都道府県・指定公共機関等に対して、その実施を促す。

○ 関係省庁の新型インフルエンザ等対応における制度上の手続き及び役割に関する知識を深める。

○ 同対策の国民への普及・啓発に資する。

■ 本訓練の内容
Ⅰ．政府全体訓練

① 政府対策本部運営訓練

② 「全関係省庁」、「全都道府県」、「関係省庁を通じた全指定公共機関」及び「都道府県を通じた全市町村

（特別区を含む。以下同じ。）及び全指定地方公共機関」への連絡訓練。

Ⅱ．関係機関主催の訓練

○ 「全関係省庁」、「全都道府県」、「市町村」及び「指定公共機関」における訓練

■ 実施時期
Ⅰ．政府全体訓練 ：平成２８年１２月１３日（火）８：１０～８：２０
Ⅱ．関係機関主催の訓練 ：平成２８年１１月～平成２９年１月の期間での実施を予定

■ 本訓練の特徴
① 国内に新型インフルエンザ感染者が確認され、緊急事態宣言前後を想定した訓練。

（国内の一部区域が緊急事態措置を実施すべき区域となった場面を想定。なお、全都道府県が自らの地域を新型インフル

エンザの発生地域と想定して訓練を実施）

② 政府対策本部運営訓練においては、国民への啓発のため、報道関係者に公開する。
③ 政府対策本部運営訓練に連動して、全関係府省庁、全都道府県、全指定公共機関（105）、全市町村（1741）に

加え、本年度は、初めて全指定地方公共機関（1073）が連絡訓練を実施。

④ ③に加え、関係機関自ら行う訓練を実施。

（全関係府省庁、全都道府県、市町村（803）及び指定公共機関（96）：対策本部訓練、患者搬送訓練、帰国者接

触者相談センター外来対応訓練、患者増大時の病院の対応訓練、施設使用制限等訓練、住民接種訓練等）
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